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(57)【要約】
【課題】半導体基板の表裏両面間を貫通電極で接続する
にあたって、貫通孔底部の角部におけるリーク電流の発
生や絶縁膜のクラック等を抑制する。
【解決手段】半導体装置１は貫通孔３を有する半導体基
板２を備える。貫通孔３は半導体基板２の第１の面２ａ
に開口された第１の開口３ａの開口径が第２の面２ｂに
開口された第２の開口３ｂに近い側の内径より大きくな
るように、第１の面２ａの近傍を拡張させる拡張部４を
備える。半導体基板２の第１の面２ａには第１の絶縁層
５と第１の配線層６とが設けられている。貫通孔３には
拡張部４を充填しつつ内壁面を覆う第２の絶縁層７が設
けられており、さらに第１および第２の絶縁層５、７の
開口を介して第１の配線層６と接続された第２の配線層
８が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面と、前記第１の面とは反対側の第２の面とを有する半導体基板と、
　前記半導体基板に設けられ、前記第１の面に開口された第１の開口と前記第２の面に開
口された第２の開口とを有する貫通孔であって、前記第１の開口の開口径が前記第２の開
口に近い側の内径より大きくなるように前記第１の面の近傍を拡張させる拡張部を備える
貫通孔と、
　前記半導体基板の前記第１の面に設けられ、前記貫通孔に連通されていると共に、前記
第１の開口の開口径より小径の開口を有する第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層の前記開口を塞ぐように、前記第１の絶縁層上に設けられた第１の配
線層と、
　前記貫通孔の前記拡張部を充填すると共に、前記貫通孔の前記第１の開口、前記貫通孔
の内壁面、および前記半導体基板の前記第２の面を覆うように設けられ、前記第１の絶縁
層の前記開口から連通して前記第１の配線層を露出させる開口を有する第２の絶縁層と、
　前記第１および第２の絶縁層の前記開口を介して前記第１の配線層と接続するように、
前記貫通孔内から前記半導体基板の前記第２の面に亘って、前記第２の絶縁層を介して設
けられた第２の配線層と
　を具備することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記拡張部は、前記第１の開口の開口端から前記第２の絶縁層の前記開口の開口端まで
の距離が３～１０μｍの範囲で、かつ前記第１の開口から前記第２の開口に近い側の内径
部分までの距離が１～５μｍの範囲の形状を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記拡張部には有機絶縁物からなる前記第２の絶縁層が充填されていることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第２の絶縁層は下地膜と絶縁膜との二層構造膜を有し、前記拡張部には前記絶縁膜
が充填されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　半導体基板の第１の面に第１の絶縁層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁層を露出させるように、前記半導体基板の前記第１の面とは反対側の第
２の面から前記第１の面に向けて、前記半導体基板に貫通孔を形成しつつ、前記貫通孔に
前記第１の面に開口された第１の開口の開口径が前記第２の面に開口された第２の開口に
近い側の内径より大きくなるように前記第１の面の近傍を拡張させる拡張部を設ける工程
と、
　前記貫通孔の前記拡張部を充填しつつ、前記貫通孔の前記第１の開口、前記貫通孔の内
壁面、および前記半導体基板の前記第２の面を覆う第２の絶縁層を形成する工程と、
　前記貫通孔の底部に存在する前記第１および第２の絶縁層に開口を形成し、前記貫通孔
内に前記第１の配線層を露出させる工程と、
　前記貫通孔内から前記半導体基板の前記第２の面に亘って、前記第１および第２の絶縁
層の前記開口を介して前記第１の配線層と接続する第２の配線層を、前記第２の絶縁層を
介して形成する工程と
　を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は半導体装置とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路技術を用いたＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサ等の半導体装置は、デジ
タルカメラやカメラ機能付き携帯電話に広く利用されている。このような半導体装置にお
いては搭載部品の小型・軽量化に対応するために、センサチップ（半導体素子）をチップ
サイズパッケージ（ＣＳＰ）にすることが提案されている。センサチップ等の半導体素子
をＣＳＰ化するにあたって、センサデバイス等を形成した半導体基板に表裏両面間を繋ぐ
貫通電極を適用することが検討されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　このような半導体装置は、例えば以下のようにして作製される。まず、表面側絶縁膜と
表面側配線層とが順に形成された半導体基板に、表面側絶縁膜を露出させる貫通孔を形成
する。次に、貫通孔の内壁面および半導体基板の裏面に裏面側絶縁膜を形成する。表面側
および裏面側絶縁膜をエッチングして貫通孔内に表面側配線層を露出させる。さらに、貫
通孔を介して表面側配線層と接続するように、貫通孔の内部から半導体基板の裏面に亘る
貫通配線層を形成する。この後、貫通配線層に外部接続端子を形成する。半導体装置は半
導体ウェハに複数個形成され、最後に切断されて個片化される。
【０００４】
　貫通孔の内壁面に形成される絶縁膜には、熱酸化膜並みのリーク特性を有することが望
まれる。ただし、集積回路が既に形成された半導体基板に絶縁膜を形成する場合、熱酸化
膜のような高温プロセスを適用することはできない。さらに、イメージセンサは表面に有
機材料から構成されるマイクロレンズアレイやカラーフィルタが形成されているため、絶
縁膜の形成時に許容可能な温度は２００℃程度となる。このため、貫通孔内の絶縁膜には
ＣＶＤ法等の低温形成によるＳｉＯ２膜が使用されている。
【０００５】
　しかしながら、低温形成によるＳｉＯ２膜では貫通孔の側壁と底部との間の角部の膜厚
が薄くなりやすい。このため、半導体基板と貫通配線層との間で電流がリークし、センサ
デバイス等が動作不良を起こすおそれがある。これは半導体装置の製造歩留りや電気的な
信頼性を低下させる要因となる。さらに、貫通孔底部の角部には応力が集中しやすく、薄
い絶縁膜にクラックが生じて信頼性を低下させるおそれがある。角部における絶縁膜の膜
厚を厚くするためには、側壁の絶縁膜自体を厚く形成することが考えられるが、全体の膜
厚を厚くした絶縁膜は小径の貫通孔に適用することができない。
【特許文献１】国際公開第２００５／０２２６３１号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、半導体基板の表裏両面間を貫通配線層で接続するにあたって、貫通孔
底部の角部におけるリーク電流の発生や絶縁膜のクラック等を抑制することによって、信
頼性や製造歩留りを向上させた半導体装置とその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の態様に係る半導体装置は、第１の面と、前記第１の面とは反対側の第２の面と
を有する半導体基板と、前記半導体基板に設けられ、前記第１の面に開口された第１の開
口と前記第２の面に開口された第２の開口とを有する貫通孔であって、前記第１の開口の
開口径が前記第２の開口に近い側の内径より大きくなるように前記第１の面の近傍を拡張
させる拡張部を備える貫通孔と、前記半導体基板の前記第１の面に設けられ、前記貫通孔
に連通されていると共に、前記第１の開口の開口径より小径の開口を有する第１の絶縁層
と、前記第１の絶縁層の前記開口を塞ぐように、前記第１の絶縁層上に設けられた第１の
配線層と、前記貫通孔の前記拡張部を充填すると共に、前記貫通孔の前記第１の開口、前
記貫通孔の内壁面、および前記半導体基板の前記第２の面を覆うように設けられ、前記第
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１の絶縁層の前記開口から連通して前記第１の配線層を露出させる開口を有する第２の絶
縁層と、前記第１および第２の絶縁層の前記開口を介して前記第１の配線層と接続するよ
うに、前記貫通孔内から前記半導体基板の前記第２の面に亘って、前記第２の絶縁層を介
して設けられた第２の配線層とを具備することを特徴としている。
【０００８】
　本発明の態様に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板の第１の面に第１の絶縁層を
形成する工程と、前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工程と、前記第１の絶縁
層を露出させるように、前記半導体基板の前記第１の面とは反対側の第２の面から前記第
１の面に向けて、前記半導体基板に貫通孔を形成しつつ、前記貫通孔に前記第１の面に開
口された第１の開口の開口径が前記第２の面に開口された第２の開口に近い側の内径より
大きくなるように前記第１の面の近傍を拡張させる拡張部を設ける工程と、前記貫通孔の
前記拡張部を充填しつつ、前記貫通孔の前記第１の開口、前記貫通孔の内壁面、および前
記半導体基板の前記第２の面を覆う第２の絶縁層を形成する工程と、前記貫通孔の底部に
存在する前記第１および第２の絶縁層に開口を形成し、前記貫通孔内に前記第１の配線層
を露出させる工程と、前記貫通孔内から前記半導体基板の前記第２の面に亘って、前記第
１および第２の絶縁層の前記開口を介して前記第１の配線層と接続する第２の配線層を、
前記第２の絶縁層を介して形成する工程とを具備することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の態様に係る半導体装置とその製造方法においては、貫通孔底面の角部に拡張部
を設けると共に、この拡張部に貫通孔の内壁面を覆う第２の絶縁層を充填しているため、
角部におけるリーク電流の発生や絶縁膜のクラック等を抑制することができる。従って、
信頼性や製造歩留りに優れる半導体装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。図１は本発明
の第１の実施形態による半導体装置を示している。図１に示す半導体装置１は半導体基板
２を具備している。半導体基板２には例えばシリコン（Ｓｉ）基板が用いられる。半導体
基板２は第１の面２ａとそれとは反対側の第２の面２ｂとを有している。第１の面（半導
体基板２の表面）２ａはフォトダイオードやトランジスタを含む集積回路、配線、電極等
の形成面となり、第２の面（半導体基板２の裏面）２ｂは外部接続端子の形成面となる。
【００１１】
　半導体基板２は第１の面２ａと第２の面２ｂとを繋ぐ貫通孔３を有している。貫通孔３
は第１の面２ａに開口された第１の開口３ａと第２の面２ｂに開口された第２の開口３ｂ
とを有している。貫通孔３の第１の面２ａの近傍部分には、第１の開口３ａの開口径Ｗ１
が第２の開口２ｂに近い側の内径Ｗ２より大きくなるように、第１の面２ａの近傍を拡張
させる拡張部４が設けられている。貫通孔３の第１の開口３ａは拡張部４の始端部となり
、貫通孔３内の第２の開口２ｂに近い側の内径部分は拡張部４の終端部となる。
【００１２】
　拡張部４は第１の開口（始端部）３ａから第２の開口２ｂに近い側の内径部分（終端部
）までが曲面で連続するように形成されている。拡張部４はある曲率を持った単一もしく
は複数の曲面や複数の平面、もしくはそれらの組合せで形成してもよい。貫通孔３は第１
の面２ａの近傍部分の内径が他の部分に比べて拡大されており、この内径拡大部分に相当
する拡張部４は終端部から始端部に向けて内径が例えば連続して増大するように設けられ
ている。拡張部４の内径は断続的に増大させてもよい。
【００１３】
　半導体基板２の第１の面２ａには第１の絶縁層５が形成されており、その上には第１の
配線層６が形成されている。第１の配線層６は半導体基板２の第１の面２ａ側の能動素子
領域に設けられた半導体回路の導電層である。半導体装置１をＣＭＯＳイメージセンサ等
のセンサチップとして使用する場合、半導体基板２の第１の面２ａ側の能動素子領域には
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フォトダイオード等の受光素子を有する受光部が設けられる。受光部は第１の面２ａに照
射される光や電子等のエネルギー線を受光してフォトダイオードに収集するものである。
このような受光部はセンサチップの撮像部を構成するものであり、電気信号のインプット
・アウトプットや電力の供給等を行う第１の配線層６と電気的に接続される。
【００１４】
　半導体基板２の第１の面２ａに設けられた第１の絶縁層５には、貫通孔３の第１の開口
３ａの開口径Ｗ１より小径の開口径Ｗ３を有する開口５ａが設けられている。第１の絶縁
層５の開口５ａは貫通孔３の第１の開口３ａに対応させてほぼ同軸的に形成されている。
第１の配線層６は貫通孔３の第１の開口３ａおよび第１の絶縁層５の開口５ａを塞ぐよう
に配置されている。すなわち、第１の配線層６は貫通孔３内に露出しており、このような
第１の配線層６で貫通孔３の底面が構成されている。
【００１５】
　貫通孔３の内壁面（側面）と第１の開口３ａは第２の絶縁層７で覆われており、さらに
第２の絶縁層７は第１の絶縁層５の開口５ａから連通して第１の配線層６を露出させる開
口７ａを有している。第２の絶縁層７の開口７ａは第１の絶縁層５の開口５ａと同軸的に
設けられており、かつおおよそ同径の開口径（Ｗ３）を有している。貫通孔３の拡張部４
には第２の絶縁層７が充填されている。さらに、第２の絶縁層７は貫通孔３内から連続し
て、半導体基板２の第２の面２ｂの少なくとも一部を覆うように設けられている。すなわ
ち、第２の絶縁層７は拡張部４を充填しつつ、貫通孔３の内壁面と第１の開口３ａの一部
と半導体基板２の第２の面２ｂの少なくとも一部を覆うように設けられている。
【００１６】
　貫通孔３内には第２の配線層８となる導電材料が第２の絶縁層７を介して充填されてい
る。貫通孔３の第１の開口３ａ側に存在する第２の絶縁層７には開口７ａが設けられてお
り、それと対応して第１の絶縁層５には開口５ａが設けられているため、第２の配線層８
は開口７ａ、開口５ａを介して第１の配線層６と電気的に接続されている。第２の配線層
８は貫通孔３内から半導体基板２の第２の面２ｂに亘って設けられている。第２の配線層
８は半導体基板２の第１の面２ａと第２の面２ｂとを接続する貫通配線層である。
【００１７】
　貫通孔３の第１の開口３ａ側の角部において、半導体基板２と第２の配線層８との間に
は拡張部４に充填された第２の絶縁層７が介在されている。拡張部４は、第１の開口３ａ
の開口端から第２の絶縁層７の開口７ａの開口端までの距離Ｄ（＝（Ｗ１－Ｗ３）／２（
面方向の長さ））と、第１の開口３ａから第２の開口３ｂに近い側の内径部分までの距離
Ｔ（深さ）とで規定される形状を有している。このような形状を有する拡張部４に第２の
絶縁層７が充填されている。第２の配線層８は拡張部４に充填された第２の絶縁層７を介
して半導体基板２から離間している。
【００１８】
　従って、貫通孔３の第１の開口３ａ側の角部における半導体基板２と第２の配線層８と
の間でのリーク電流の発生を再現性よく抑制することが可能となる。さらに、貫通孔３の
第１の開口３ａ側の角部は応力が集中しやすいが、応力集中箇所となる角部には第２の絶
縁層７が充填された拡張部４が存在するため、第２の絶縁層７のクラック等を抑制するこ
とができる。このような効果を得る上で、拡張部４に充填された第２の絶縁層７の面方向
の長さＤは３～１０μｍの範囲、また深さＴは１～５μｍの範囲であることが好ましい。
【００１９】
　図１１に従来の絶縁膜（低温形成によるＳｉＯ２膜等）の膜厚とリーク電流値との関係
を示す。熱酸化膜（膜厚：１００ｎｍ）並みのリーク特性を得るためには、絶縁膜の膜厚
を３～１０μｍの範囲とすることが好ましいことが分かる。このため、第２の絶縁層７の
面方向の長さＤは３～１０μｍの範囲とすることが好ましい。半導体デバイスは一般的に
Ｓｉ基板にエピタキシャル層が５μｍ程度形成され、さらにその表面から１μｍ程度の深
さにウェルやソース、ドレイン、チャネル等から構成されるトランジスタデバイスが配置
される。従って、表層から１μｍ、さらに５μｍの深さのリーク特性を高めることが好ま
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しい。このため、第２の絶縁層７の深さＴは１～５μｍの範囲とすることが好ましい。
【００２０】
　拡張部４に充填された第２の絶縁層７の面方向の長さＤが３μｍ未満、また深さＴが１
μｍ未満の場合、リーク電流やクラックの抑制効果を十分に得ることができないおそれが
ある。リーク電流やクラックの抑制効果に関しては、第２の絶縁層７の面方向の長さＤを
より長くすることが好ましい。ただし、長さＤをあまり長くすると小径の貫通孔３への適
用が困難になると共に、半導体基板２の第１の面２ａ側における能動素子領域の低下等を
招くおそれがある。このため、長さＤは実用的には１０μｍ以下とすることが好ましい。
深さＴも同様であり、実用的には５μｍ以下とすることが好ましい。
【００２１】
　第２の配線層８上には外部接続端子９が設けられている。半導体基板２の第２の面２ｂ
は外部接続端子９を除いて保護層１０で覆われている。第２の面２ｂ上に存在する第２の
絶縁層７および第２の配線層８は保護層１０で覆われている。保護層１０は少なくとも第
２の配線層８を覆うように設ければよい。この実施形態では外部接続端子９を除いて、半
導体基板２の第２の面２ｂ全体を保護層１０で覆っている。半導体装置１をセンサパッケ
ージ等に適用する場合、半導体基板２上にはガラス基板等からなる光透過性保護部材が接
着層を介して配置されるが、図１では説明の簡略化のために図示を省略している。
【００２２】
　第１の実施形態の半導体装置１は、例えば以下のようにして作製される。まず、図２に
示すように、半導体基板２の第１の面（表面）２ａにＣＶＤ法、スプレーコート法、スピ
ンコート法、フィルムラミネート法等を適用して第１の絶縁層５を形成する。第１の絶縁
層５は、例えばシリコン酸化物（ＳｉＯｘ）、シリコン窒化物（ＳｉＮｘ）、ＳｉＯＦ（
フッ素ドープＳｉＯｘ）、ポーラスなＳｉＯＣ（カーボンドープＳｉＯｘ）等により構成
される。半導体基板２は半導体ウェハとして供給される。
【００２３】
　次いで、図３に示すように、第１の絶縁層５上にスパッタ法、ＣＶＤ法、蒸着法、めっ
き法等を適用して第１の配線層６を形成する。第１の配線層６には、例えば高抵抗金属材
料（Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＷ、Ｎｉ、Ｃｒ、ＴａＮ、ＣｏＷＰ等）や低抵抗金属材料（Ａｌ
、Ａｌ－Ｃｕ、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ、半田材等）が用いられる。これら
は単層構造もしくは複数の材料層を積層した多層構造で導電層を構成する。また、絶縁層
を介して導電層を積層した多層構造膜等を配線層６に適用してもよい。
【００２４】
　次に、図４に示すように、半導体基板２の第２の面２ｂ側から第１の面２ａに向けて貫
通孔３を形成して第１の絶縁層５を露出させる。貫通孔３は第１の絶縁層５に向けて断面
形状がテーパー状とされた形状を有することが好ましい。貫通孔３は半導体基板２の第２
の面２ｂ側に配置された所定パターンのマスクを用いて、半導体基板２をプラズマエッチ
ング法等でエッチングすることにより形成される。貫通孔３を形成するにあたって、第１
の絶縁層５に比べて半導体基板２が相対的に大きくエッチングされるように、プラズマ中
にエッチング用のガスを導入してプラズマエッチングを行う。
【００２５】
　エッチング用のガスとしては、例えば半導体基板２がＳｉ基板である場合にはＳＦ6と
Ｏ2とＡｒの混合ガスが使用される。半導体基板２をプラズマエッチングするにあたって
、第１の絶縁層５が露出されてから、さらにオーバーエッチングを行うことによって、チ
ャージしたエッチャント成分が貫通孔３の第１の開口３ａの周縁部に集まり、横方向（半
導体基板２面方向）へのエッチングが促進される。オーバーエッチングを適用することに
よって、第１の面２ａの近傍部分に拡張部４を形成する。
【００２６】
　このようにして、第１の開口３ａ（拡張部４の始端部）の開口径Ｗ１が第２の開口２ｂ
に近い側の内径部分（拡張部４の終端部）の径Ｗ２より大きく、かつ第１の開口３ａから
第２の開口２ｂに近い側の内径部分までが曲面で連続した拡張部４を備える貫通孔３を形
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成する。貫通孔３の第１の開口３ａの開口径（拡張部４の始端部の開口径）Ｗ１は、第１
の配線層６の径Ｗ４より小さい（Ｗ１＜Ｗ４）ことが好ましい。
【００２７】
　次に、図５に示すように、貫通孔３の内壁面、第１の絶縁層５で塞がれた貫通孔３の底
面、および半導体基板２の第２の面２ｂを覆うように、ＣＶＤ法、スプレーコート法、ス
ピンコート法、フィルムラミネート法等を適用して第２の絶縁層７を形成する。第２の絶
縁層７は貫通孔３の内壁面や底面等を覆うだけでなく、貫通孔３の拡張部４に充填される
ように形成することが重要である。
【００２８】
　第２の絶縁層７には、例えばシリコン酸化物（ＳｉＯｘ）やシリコン窒化物（ＳｉＮｘ

）等の無機絶縁物、あるいはポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）樹脂、エポ
キシ樹脂等の有機絶縁物で構成される。これらのうちでも、貫通孔３の拡張部４に対する
充填性等を考慮すると、第２の絶縁層７はポリイミド樹脂、ＢＣＢ樹脂、パリレン樹脂、
エポキシ樹脂等の有機絶縁物で構成することが好ましい。また、第２の絶縁層７の形成方
法としては、スプレーコート法やスピンコート法等を適用することが好ましい。
【００２９】
　次いで、図６に示すように、第１の絶縁層５を覆うように貫通孔３の底部に存在する第
２の絶縁層７を、所定パターンのマスクを用いてエッチングして開口７ａを形成し、第１
の絶縁層５を再び露出させる。続いて、露出された第１の絶縁層５をエッチングし、第２
の絶縁層７の開口７ａとほぼ同径の開口５ａを形成する。これら開口５ａ、７ａを形成す
ることによって、貫通孔３内に第１の配線層６を露出させる。第１および第２の絶縁層５
、７の開口５ａ、７ａは、それらの径Ｗ３が貫通孔３の第１の開口３ａの開口径（拡張部
４の始端部の開口径）Ｗ１より小さくなる（Ｗ３＜Ｗ１）ように形成する。
【００３０】
　第１の絶縁層５をエッチングするにあたって、第１の配線層６に比べて第１の絶縁層５
が相対的に大きくエッチングされるように、プラズマ中にエッチング用のガスを導入して
プラズマエッチングを行う。エッチング用のガスとしては、例えば第１の絶縁層５がＳｉ
Ｏ2膜で、第１の配線層６がＴｉＮやＡｌで構成されている場合には、Ｃ5Ｆ8とＯ2とＡｒ
の混合ガスを使用する。第２の絶縁層７と第１の絶縁層５のエッチングは同時に実施して
もよいし、また別々に実施してもよい。
【００３１】
　第２の絶縁層７が第１の絶縁層５と同様な材料で構成されている場合には、第２の絶縁
層７と第１の絶縁層５とを連続的にエッチングして開口５ａ、７ａを形成する。第２の絶
縁層７をポリイミド樹脂、ＢＣＢ樹脂、パリレン樹脂、エポキシ樹脂等で構成した場合、
Ｏ２プラズマでアッシングして開口７ａを形成することができる。第２の絶縁層７を感光
性材料で構成した場合には、露光および現像工程を適用して開口７ａを形成してもよい。
【００３２】
　次に、図７に示すように、貫通孔３内から半導体基板２の第２の面２ｂに亘って第２の
配線層８を形成する。第２の配線層８は第２の絶縁層７を介して貫通孔３内および半導体
基板２の第２の面２ｂに形成される。貫通孔３の底部に存在する第１および第２の絶縁層
５、７には、予め開口５ａ、７ａが設けられているため、第２の配線層８は開口５ａ、７
ａを介して第１の配線層６と電気的に接続される。
【００３３】
　第２の配線層８は所定パターンのマスクを用いて、スパッタ法、ＣＶＤ法、蒸着法、め
っき法、印刷法等を適用して形成される。半導体基板２の第２の面２ｂにおいて、第２の
配線層８は第２の絶縁層７上に形成される。第２の配線層８には、例えば高抵抗金属材料
（Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＷ、Ｎｉ、Ｃｒ、ＴａＮ、ＣｏＷＰ等）や低抵抗金属材料（Ａｌ、
Ａｌ－Ｃｕ、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ、半田材等）が用いられる。これらは
単層もしくは多層構造で導電層を構成する。
【００３４】
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　この後、図８に示すように、半導体基板２の第２の面２ｂを覆うように保護層１０を設
け、さらに保護層１０に端子形成用の開口を形成した後、この開口に第２の配線層８と接
続する外部接続端子９を形成する。外部接続端子９は例えば半田材で形成される。保護層
１０はポリイミド樹脂やエポキシ樹脂、あるいはソルダーレジスト材等で形成される。こ
れら一連の工程（ウェハ工程）が終了した後、半導体基板２をブレードで切断して個片化
することによって、図１に示す半導体装置１が作製される。
【００３５】
　第１の実施形態の半導体装置１において、第２の絶縁層７は貫通孔３の拡張部４を充填
すると共に、貫通孔３の内壁面から半導体基板２の第２の面２ｂを覆うように設けられて
いる。貫通孔３の第１の開口３ａの近傍部分には、拡張部４に充填された第２の絶縁層７
が存在する。第２の配線層８は拡張部４に充填された第２の絶縁層７を介して半導体基板
２と離間されている。このため、拡張部４における第２の絶縁層７のリーク耐性が向上し
、半導体装置１の製造歩留りや信頼性を高めることが可能となる。
【００３６】
　さらに、貫通孔３の第１の開口３ａ側の角部は応力が集中しやすいが、その部分には拡
張部４に充填された第２の絶縁層７が存在する。従って、応力集中部分の第２の絶縁層７
の厚さを厚くすることができる。そして、応力は厚い第２の絶縁層７（拡張部４に充填さ
れた第２の絶縁層７）で分散されるため、応力集中に起因する第２の絶縁層７のクラック
等を抑制することができる。このように、第１の実施形態によれば電気的・機械的信頼性
に優れ、かつ歩留りを向上させた半導体装置１を提供することが可能となる。
【００３７】
　図９は第１の実施形態の半導体装置１の変形例を示している。図９に示す半導体装置１
において、貫通孔３の拡張部４に充填された第２の絶縁層７は空孔１１を含んでいる。そ
れ以外の構成は図１に示す半導体装置１と同様とされている。空孔１１は第２の絶縁層７
の誘電率を低下させる。このような低誘電率の第２の絶縁層７を拡張部４に充填すること
によって、半導体装置１の電気的な特性を向上させることが可能となる。
【００３８】
　次に、本発明の第２の実施形態による半導体装置について、図１０を参照して説明する
。図１０は第２の実施形態による半導体装置２１を示している。図１０に示す半導体装置
２１は、第２の絶縁層の構成が異なることを除いて、第１の実施形態の半導体装置１と同
様な構成を有している。図１０の半導体装置２１において、図１の半導体装置１と同一部
分には同一符号を付し、その説明を一部省略する。
【００３９】
　図１０に示す半導体装置２１において、貫通孔３の内壁面および半導体基板２の第２の
面２ｂには下地膜２２が薄く被覆されている。下地膜２２は拡張部４および貫通孔３の底
部に相当する第１の絶縁層５に沿って形成されている。下地膜２２上には絶縁膜２３が形
成されている。すなわち、第２の絶縁層７は下地膜２２と絶縁膜２３との二層構造膜を有
している。二層構造の第２の絶縁層７には開口７ａが設けられており、この開口７ａと第
１の絶縁層５の開口５ａを介して、第１の第１の配線層６が貫通孔３内に露出している。
【００４０】
　下地膜２２はＣＶＤ法、スプレーコート法、スピンコート法、フィルムラミネート法等
により形成される。下地膜２２は、シリコン酸化物（ＳｉＯｘ）やシリコン窒化物（Ｓｉ
Ｎｘ）等の無機絶縁物、あるいはポリイミド樹脂、ＢＣＢ樹脂、パリレン樹脂、エポキシ
樹脂等の有機絶縁物で構成される。これらのうちでも、半導体基板２との密着性を考慮し
て、シリコン酸化物やシリコン窒化物等を適用することが好ましい。下地膜２２は貫通孔
３の内壁面等を薄く被覆するように形成すればよく、拡張部４を充填する必要はない。
【００４１】
　絶縁膜２３はＣＶＤ法、スプレーコート法、スピンコート法、フィルムラミネート法等
により形成される。絶縁膜２３は、例えばシリコン酸化物（ＳｉＯｘ）やシリコン窒化物
（ＳｉＮｘ）等の無機絶縁物、あるいはポリイミド樹脂、ＢＣＢ樹脂、パリレン樹脂、エ
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して、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ樹脂、パリレン樹脂、エポキシ樹脂等の有機絶縁物を適用
することが好ましい。絶縁膜２３は下地膜２２上を覆うと共に、貫通孔３の拡張部４を充
填するように形成される。
【００４２】
　下地膜２２と絶縁膜２３とを有する第２の絶縁層７には、第１の実施形態と同様にして
開口（絶縁膜２３の開口と下地膜２２の開口とが連通した開口）７ａが設けられる。さら
に、第２の絶縁層７の開口７ａと同軸的に第１の絶縁層５に開口５ａが設けられる。貫通
孔３内に充填される第２の配線層８は、第１および第２の絶縁層５、７の開口５ａ、７ａ
を介して、半導体基板２の第１の面２ａに設けられた第１の配線層６と接続される。
【００４３】
　第２の絶縁層７に下地膜２２と絶縁膜２３との二層構造膜を適用することによって、半
導体基板２との密着性と拡張部４への充填性を共に高めることができる。すなわち、下地
膜２２を半導体基板２や絶縁膜２３との密着性に優れた絶縁材料で構成すると共に、絶縁
膜２３を拡張部４への充填性に優れた絶縁材料で構成することによって、半導体基板２と
の密着性と拡張部４への充填性を共に高めることができる。これらによって、半導体装置
１の機械的・電気的信頼性をさらに向上させることが可能となる。
【００４４】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、半導体基板の表裏両面間
を貫通配線層（貫通電極）で接続する各種の半導体装置に適用することができる。そのよ
うな半導体装置も本発明に含まれる。また、本発明の実施形態は本発明の技術的思想の範
囲内で拡張もしくは変更することができ、この拡張、変更した実施形態も本発明の技術的
範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施形態による半導体装置を示す断面図である。
【図２】半導体装置の製造工程における第１の絶縁層の形成段階を示す図である。
【図３】半導体装置の製造工程における第１の配線層の形成段階を示す図である。
【図４】半導体装置の製造工程における貫通孔の形成段階を示す図である。
【図５】半導体装置の製造工程における第２の絶縁層の形成段階を示す図である。
【図６】半導体装置の製造工程における第１および第２の絶縁層への開口の形成段階を示
す図である。
【図７】半導体装置の製造工程における第２の配線層の形成段階を示す図である。
【図８】半導体装置の製造工程における外部接続端子および保護層の形成段階を示す図で
ある。
【図９】図１に示す半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態による半導体装置を示す断面図である。
【図１１】絶縁膜の厚さとリーク電流値との関係を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１，２１…半導体装置、２…半導体基板、２ａ…第１の面、２ｂ…第１の面、３…貫通
孔、４…拡張部、５…第１の絶縁層、５ａ…開口、６…第１の配線層、７…第２の絶縁層
、７ａ…開口、８…第２の配線層、９…外部接続端子、１０…保護層、２２…下地膜、２
３…絶縁膜。
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